
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

 

平成２０年４月２１日  製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

電子ポーカーテーブル 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、楕円テーブル状のポーカーゲーム装置であって、コンピューター制御

によるＬＣＤ（液晶ディスプレイ）を用いたもので、最大１０名同時に参加できる。

 

○構造、仕様、意匠 

 定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、消費電力未定 

 

○主な使用者、販売先 

娯楽場等 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、コンピューター制御によるゲーム装置で、ＬＣＤを用いたものであり、

ＣＲＴ（ブラウン管）を用いていないことから、電気用品安全法上の「電子応用遊

戯器具」に該当せず、非対象として取り扱うことが妥当と判断する。 

 

 


